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１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成２０年度において締結した随意契約について点検・見直しを行い、

以下のとおり、新たな随意契約の見直し計画を策定する。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに一般競

争入札等に移行することとした。 
 

  
平成２０年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 
（90.7％） （81.6％） （93.0％） （95.5％）

78 1.369,845 80 1,602,081

 

競争入札 
（60.5％） （55.5％） （70.9％） （75.7％）

52 931,520 61 1,270,007

企画競争、公募等 
（30.2％） （26.1％） （22.1％） （19.8％）

26 438,326 19 332,074

競争性のない随意契約 
（9.3％）

8

（18.4％）

308,012

（7.0％） 

6 

（4.5％）

75,776

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 86  1,677,857  86 1,677,857

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 



 

 

（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成２０年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募と

なった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、契約の条件、契

約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。 
今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、これら結

果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、一層の競争性の

確保に努める。 
 
 
（平成２０年度実績） 

実 績 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 78 1,369,845

 
うち一者応札・一者応募 

（24.4%）

19

（14.8%）

202,799

（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円） 

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注1） 
( 57.9%)

11

(66.0%)

133,935

 
仕様書の変更 1 1,121

参加条件の変更 8 118,723

公告期間の見直し 11 133,935

その他 0 0

契約方式の見直し 
(5.3%)

1

(2.2%)

4,440

その他の見直し（事務・事業を取り止めたもの） 
(36.8%)

7

(31.8%)

64,424

点検の結果、指摘事項がなかったもの 
(0%)

0

(0%)

0

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合がある。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
(注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対する割合

を示す。 



 
 
２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 
   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・一者応

募になった案件を中心に点検を実施。 
 
（２）随意契約の見直し 

① 電力供給の競争性のある契約への移行 
    電力供給は、平成２２年度までの長期特約契約であり、途中解約し

た場合に多額の違約金が発生するため、随意契約によらざるを得ない

ものとしていたが、当該契約期間の終了をもって、一般競争入札へ移

行するものとする。 
 
  ② 樹木造形剪定業務の競争性のある契約への移行 
    樹木造形剪定業務は、日本庭園の樹木造形剪定にあたり、万国博覧

会当時の作庭意図を十分理解するとともに、長年の経験による「匠の

技」を有する同一の技術者により行う必要があるため、随意契約によ

らざるを得ないものとしていたが、随意契約見直しの趣旨に沿って検

討したところ、特定テーマ区域ごとに、施工方法等を提出させ、施工

技術を数量化した審査方法が考案できたことから、提案内容を適切に

評価することにより、企画競争によることとしてもこれまでの管理水

準を維持できるものと判断し、企画競争を実施することとした。 
なお、当該業務は、平成２１年度より企画競争へ移行済みである。 

 
（３）一者応札・一者応募の見直し 
  ① 仕様書の内容の見直し 
    複写サービスの発注にあたり、処理能力に関する仕様を、５０枚機

（毎分）から４０枚機（同）へ変更。 
 
  ② 入札参加要件の緩和 
    官公庁の受注実績条件について、業務の性質上支障のないものと認

められるものについては撤廃。 
 
  ③ 公告期間の見直し 
    公告期間を原則、土日祝日含まず１０日間以上確保。 



（参考） 

独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて 
 
 

平成21年 11月 17日 
閣 議 決 定 

 
 
独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第
１項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）の契約については、原則
として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のな
い随意契約は含まない。以下同じ。）とすることとしているが、競争性のな
い随意契約に対する厳しい批判に加え、一般競争入札等に移行しても一者
応札・応募となっており、実質的な競争性が確保されていないのではない
かといった指摘も引き続き存在する。このため、競争性のない随意契約の
見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても真に競争
性が確保されているか、以下の取組を行うことにより、点検、見直しを行
うこととする。 
 
 
１．点検・見直しを行うに当たっての主な観点 
 独立行政法人の契約について厳格に見直しが行われるよう、各独立行
政法人及び各府省は、以下の観点等により点検し、見直しを行う。 
(1) 競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約事由
が妥当であるか、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当となって
いるか。 
(2) 競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を予定してい
るものの前倒しが検討できないか。 
(3) 契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保さ
れているといえるか（一者応札・応募となっている案件については、
一者応札・応募の改善方策が適当か、国や他の法人の取組も参考に更
に検証する。特に、仕様書の内容など具体的な条件の設定については、
真に競争性を確保する観点から具体的かつゼロベースで検証を行う。）。 
（注） 一者応札・応募の改善に向け、例えば、以下のような観点か

ら十分な改善が行われているかを検証する。 
○ 仕様書内容の見直し 
○ 入札参加要件の緩和 
○ 公告期間の十分な確保 
○ 業務等準備期間の確保 
○ 契約情報提供の充実 
○ 電子入札システムの導入 
○ 一者応札・一者応募案件の事後点検体制の整備 

 



２．点検・監視体制と作業の手順 
(1) 各独立行政法人における監視体制の整備と点検及び見直し 
主務大臣は、各独立行政法人に対し、監事及び外部有識者によって
構成する「契約監視委員会」を設置し、上記１．の観点に沿って契約
の点検及び見直しを行い、その結果を主務省に提出するよう要請する。
その際、「契約監視委員会」を構成する外部有識者を各独立行政法人が
指名するにあたっては主務大臣の了解を得ることとし、また、「契約監
視委員会」の審議概要を公表するよう要請する。 
(2) 主務大臣による点検 
主務大臣は、各独立行政法人の「契約監視委員会」で行われた点検
及び見直しの結果について点検を行う。また、主務大臣はその点検結
果を反映した見直しを行うよう各独立行政法人に要請する。 
(3) 主務大臣から総務大臣への報告 
主務大臣は、主務大臣による点検結果を反映した各独立行政法人に
おける点検及び見直しの結果を総務大臣に報告する。各府省及び各法
人は、総務大臣に報告した結果をウェブサイトに公表することとし、
総務省はそれらを取りまとめ、公表する。 
 
３．点検対象とスケジュール 
(1) 計画的に独立行政法人の随意契約の見直しを行っていくため、主務
大臣及び各法人は、20年度に締結した競争性のない随意契約及び一者
応札・応募となった契約について、上記１．の観点に沿って点検、見
直しを行い、各法人は新たな随意契約等見直し計画を策定する。また、
20 年度末時点で継続している 19 年度以前に締結された複数年契約に
ついても同様の点検、見直しを行う。各府省及び各法人はこれらの結
果を22年４月末目途に公表する。 
(2) ３．(1)の作業と同時に、今回の点検、見直しの趣旨を速やかに反
映するため、主務大臣及び各法人は、21年度末までに契約締結が予定
されている調達案件についても、真に競争性を確保できるよう、新規
案件を含めて１．の観点に沿って事前に点検し、各法人は点検結果を
受けて見直しを行う。各府省及び各法人はその結果を22年４月末目途
に公表する。 

 
４．フォローアップ 
主務大臣及び各法人（契約監視委員会）は、上記点検、見直し後にお
いても、各法人において締結された契約についての改善状況をフォロー
アップし、毎年公表する。総務省は、その結果を取りまとめ、公表する。 


